
体罰等に関する相談窓口

～平成２７年４月１日から開設しました～

鳥取県高等学校体育連盟

■ 電話番号 ０８５８－７２－３４７０

■ 電話相談時間 月曜日～金曜日 ９：００～１６：００

○ 電話での直接相談のほかに、ファックス、メール、書面(手紙)
及び面会での相談もお受けしています。

▽ ファックス ０８５８－７２－３４７１

▽ メール ホームページ内に【問い合わせホーム】
があります。

▽ 書面(手紙)
〒６８０－０４９２
鳥取県八頭郡八頭町久能寺７２５
鳥取県立八頭高等学校内 鳥取県高等学校体育連盟

▽ 面会相談 別途応じます。日時は御相談ください。

一人で悩まずに、まずはお気軽にお電話ください。

相談者は生徒、保護者、教職員、その他誰からでも構い

ません。

※ 学校関係者等に相談できない状況における問題を解決するため、相談

者の了承を得た上で当該校と県教委（高等学校課・体育保健課）または

地域振興部（教育・学術振興課）へ情報提供を行います。

匿名希望の場合も相談者に十分配慮し、情報提供をします。


